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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２８年６月２２日（平成２８年（行情）諮問第４３１号） 

答申日：平成２８年１０月５日（平成２８年度（行情）答申第３８５号） 

事件名：「飛行と安全」の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「『飛行と安全』２０１５年７～９月号。＊電磁的記録が存在する場合，

その履歴情報も含む。」（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

対し，次の３文書（以下，併せて「本件対象文書」という。）を特定し，

その一部を不開示とした決定は，妥当である。 

文書１  飛行と安全 ２０１５年７月号（Ｎｏ．７０６）（表紙及び

目次を除く） 

文書２  飛行と安全 ２０１５年８月号（Ｎｏ．７０７）（表紙及び

目次を除く） 

文書３  飛行と安全 ２０１５年９月号（Ｎｏ．７０８）（表紙及び

目次を除く） 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく本件請求文書の開示請求に対し，平成２８年３月２５日

付け防官文第６２２０号により防衛大臣が行った一部開示決定（以下「原

処分」という。）について，その取消し及び電磁的記録の特定を求める。 

 ２ 異議申立ての理由 

（１）一部に対する不開示決定の取消し。 

記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべき

である。 

（２）本来の電磁的記録についても特定を求める。 

国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，当

該行政機関が保有しているもの」（別件の損害賠償事件における国の主

張）である。 

そこで電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求めるも

のである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 

   本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，これに該当
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する行政文書として「飛行と安全 ２０１５年７月号（Ｎｏ．７０６）」

ないし「飛行と安全 ２０１５年９月号（Ｎｏ．７０８）」を特定した。 

本件開示請求については，法１１条を適用して平成２８年３月２８日ま

で開示決定等の期限を延長した上で，まず，「飛行と安全 ２０１５年７

月号（Ｎｏ．７０６）」ないし「飛行と安全 ２０１５年９月号（Ｎｏ．

７０８）」のそれぞれ表紙及び目次までについて，平成２７年１２月２５

日付け防官文第２０５５０号により，開示決定処分を行い，本件対象文書

について，その一部が法５条１号，３号及び６号の不開示情報に該当する

ことから，平成２８年３月２５日付け防官文第６２２０号により，当該部

分を不開示とする原処分を行った。 

２ 法５条該当性について 

本件対象文書において不開示とした部分及び不開示とした理由は別表の

とおりである。 

 ３ 本件対象文書の電磁的記録について 

「飛行と安全」は，航空自衛隊航空安全管理隊（以下「航空安全管理

隊」という。）が作成しており，同隊では原稿として寄稿者から電子メー

ルで寄せられた電磁的記録及び同隊が作成した表紙の題字の電磁的記録を

パソコンで一旦保存した後，パソコン内のデータを可搬型記憶媒体（Ｍ

Ｏ）に記録して印刷・製本業務を委託している印刷業者に貸与し，印刷業

者からは製本された冊子を納品させており，電磁的記録では受領していな

い。 

また，寄稿者から寄せられた電磁的記録及び業者に貸与した可搬型記憶

媒体（ＭＯ）に保存した電磁的記録は，製本された冊子が納品された時点

で不用となることから，印刷業者から返却後速やかに廃棄している。 

以上のとおり，航空安全管理隊では本件対象文書を冊子（紙）で管理し

ており，電磁的記録は保有しておらず，また，原処分に当たっては，確実

を期すために同隊の書庫，倉庫及びパソコン内のファイル等の探索を行い，

電磁的記録を保有していないことを確認した。 

さらに，本件異議申立てを受け，再度，同隊の書庫，倉庫及びパソコン

内のファイル等の検索を行ったが，電磁的記録は確認されなかった。 

４ 異議申立人の主張について 

（１）異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につ

いては開示すべきである。」として，一部に対する不開示決定処分の取

消しを求めるが，本件対象文書の法５条該当性について十分に精査した

結果，別表のとおりその一部が同条１号，３号及び６号に該当すること

から当該部分を不開示としたものであり，その他の部分については開示

している。 

（２）異議申立人は，「『行政文書』とは，『開示請求時点において，当該
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行政機関が保有しているもの』」であるとして，本件対象文書に電磁的

記録が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，上記３のと

おり本件対象文書については紙媒体しか保有しておらず，電磁的記録は

保有していない。 

（３）以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処分

を維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年６月２２日   諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書の収受 

   ③ 同月２７日        審議 

   ④ 同年１０月３日      本件対象文書の見分及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，本件対象文書は，

隊員の安全意識の高揚と安全知識の向上を図り，事故の未然防止に資する

ことを目的として，航空安全管理隊が編集し，航空幕僚監部が発行した部

内向けの文書であるとのことであった。 

異議申立人は，原処分の取消し及び本件対象文書の電磁的記録の特定を

求めており，諮問庁は，本件対象文書の一部が法５条１号，３号及び６号

に該当するとして不開示とした原処分を妥当としていることから，以下，

本件対象文書の見分結果に基づき，本件対象文書の特定の妥当性及び不開

示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確

認させたところ，次のとおりであった。 

ア 航空安全管理隊では，原稿として寄稿者から寄せられた電磁的記録

及び表紙の題字等の電磁的記録をパソコンで一旦保存した後，パソコ

ン内のデータを可搬型記億媒体（ＭＯ）に記録して本件対象文書の印

刷・製本業務を委託している印刷業者に貸与し，印刷業者には製本さ

れた冊子（紙）を納品させており，電磁的記録では受領していない。 

イ 可搬型記憶媒体に保存した電磁的記録は，製本された冊子が納品さ

れた時点で不用となることから，印刷業者からの返却後速やかに廃棄

している。 

ウ また，航空安全管理隊のパソコンに一旦保存された寄稿者から寄せ

られた電磁的記録についても，製本された冊子が納品された時点で不

用となることから，印刷業者からの冊子納品後に速やかに廃棄してい

る。 
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（２）本件対象文書の作成方法を踏まえると，本件対象文書の電磁的記録を

保有していないとする諮問庁の上記（１）の説明に特段不自然，不合理

な点はなく，防衛省において，本件対象文書の外に本件請求文書に該当

する文書（電磁的記録）を保有しているとは認められない。 

 ３ 不開示情報該当性について 

 （１）法５条１号該当性について 

    別表の番号１欄に掲げる不開示部分は，自衛隊員の写真の顔部分であ

る。 

当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特定

の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハ

に該当する事情も認められない。 

さらに，当該部分は，個人識別部分に該当すると認められることから，

法６条２項による部分開示の余地はなく，法５条１号に該当し，不開示

とすることが妥当である。 

（２）法５条３号該当性について 

 別表の番号２欄に掲げる不開示部分には，航空安全管理隊の現員が記

載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，航空安全管理隊の態勢が推

察され，自衛隊の活動を阻害しようとする相手方をして，その対抗措置

や弱点をつくことを容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがある

と行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，

法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

（３）法５条６号該当性について 

   別表の番号３欄に掲げる不開示部分には，自衛隊員及び航空安全管理

隊の電子メールアドレスが記載されている。 

   当該部分は，これを公にすることにより，いたずらや偽計等に使用さ

れ，防衛省・自衛隊が必要とする際の連絡に支障を来すなど，国の機関

の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるので，法

５条６号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

 ４ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条１号，３号及び６号に該当するとして不開示とした

決定については，防衛省において，本件対象文書の外に開示請求の対象と

して特定すべき文書を保有しているとは認められないので，本件対象文書

を特定したことは妥当であり，不開示とされた部分は同条１号，３号及び

６号柱書きに該当すると認められるので，不開示としたことは妥当である

と判断した。 
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（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別表 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 文書１ 巻頭（１枚目，２枚目，５

枚目及び６枚目），本文２

３頁及び安全褒賞の写真の

顔部分 

個人に関する情報であっ

て，特定の個人を識別するこ

とができることから，法５条

１号に該当するため不開示と

した。 文書２ 巻 頭 （ ２ 枚 目 及 び ５ 枚

目），本文８頁の写真の顔

部分 

文書３ 巻頭（１枚目ないし５枚

目），本文５６頁及び安全

褒賞の写真の顔部分 

２ 文書１ 本文７４頁の一部 航空安全管理隊の現員に係

る情報であり，これを公にす

ることにより，同隊の態勢が

明らかとなり，自衛隊の任務

の効果的な遂行に支障を及ぼ

し，ひいては我が国の安全を

害するおそれがあることか

ら，法５条３号に該当するた

め不開示とした。 

３ 文書１ 本文５９頁及び７４頁の一部 防衛省の部外系ネットワー

クで使用されているアドレス

であり，これを公にすること

により，部外者により虚偽又

は大量の情報を送信され，そ

の結果，情報の信頼を喪失す

る等，事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあること

から，法５条６号に該当する

ため不開示とした。 

文書２ 本文６４頁及び巻末の一部 

文書３ 本文６４頁の一部 

 




